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流動性預金の限度額規制に関する政令改正要望について  

 

     

 株式会社ゆうちょ銀行（取締役兼代表執行役会長古川洽次、以下「ゆうちょ

銀行」）は、本日、金融庁長官、総務大臣及び内閣官房郵政民営化推進室長に対

し、流動性預金の限度額規制について、政令改正要望を行いましたので、お知

らせいたします（詳細は別紙をご参照ください）。 

  

 流動性預金の限度額規制の改正は、お客さまの利便性向上を図る観点や当社

の経営の安定のために是非とも必要であることから、関係者の御理解を賜り、

早期の政令改正を希望しております。 

 

                                  

 

 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 
株式会社 ゆうちょ銀行 
コーポレートスタッフ部門広報部（報道担当）
電 話：０３－３５０４－４４４０（直 通）
ＦＡＸ：０３－３５８０－６７９９ 

 



（別紙） 

 

 

流動性預金の限度額規制に関する要望 
 

 

１ 流動性預金の預入限度額廃止は、昨年（2007 年 9 月 10 日）ご認可いただい

た「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画」において、早期の実施

を表明しているものです。 

 

２ 流動性預金（通常貯金等）は、お客さまの生活口座として、その残高が日々

（月々）増減を繰り返す特性のある貯金です。こうした特性から、給与・年

金の振込み等、お客さまの管理の外で一時的な限度額超過が発生することが

あり、払戻しにより口座残高の調整を行うなど、お客さまに煩雑な管理を強

いるものとなっております。 

 

３ さらに、ゆうちょ銀行の上場を目指す中で、市場に評価されるためには、

決済サービスの拡充が不可欠です。そうした中でＡＴＭ利用の促進やゆうち

ょダイレクト（インターネット･バンキング）強化等により、通常貯金口座を

通じた多額の資金のやりとりが発生することが見込まれるため、これらの利

便向上をお客さまが十分享受できるよう、流動性預金の預入限度額を撤廃す

ることが不可欠です。 

 

４ 以上の点を、ご理解をいただき、流動性預金について、預金の総額制限の

額に算入しないよう、郵政民営化法施行令の改正を早期に実現していただき

ますようお願いいたします。 

 
 

以上 


